
平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
受
領

答

弁

第

四

二

号

内
閣
衆
質
一
八
五
第
四
二
号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
青
柳
陽
一
郎
君
提
出
雇
用
保
険
給
付
お
よ
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
役
割
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
青
柳
陽
一
郎
君
提
出
雇
用
保
険
給
付
お
よ
び
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
役
割
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
。
以
下
「
保
険
法
」
と
い
う
。
）
及
び
労
働
保
険
の

保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
。
以
下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
ら
れ
た
雇

用
保
険
に
係
る
届
出
、
保
険
料
の
納
付
等
の
義
務
を
履
行
し
て
い
な
い
事
業
主
が
存
在
す
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
こ
の

た
め
、
都
道
府
県
労
働
局
は
、
徴
収
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
徴
収
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
及
び
徴
収
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
概
算
保
険

料
の
納
付
を
行
わ
な
い
事
業
主
に
対
し
、
徴
収
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
行
い
、
徴
収
法
第
十

五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
労
働
保
険
料
の
額
を
決
定
し
、
必
要
に
応
じ
、
徴
収
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
っ
て
、
滞
納
処
分
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
事
業
主
が
保
険
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
保

険
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
請
求
等
に
よ
り
被
保
険
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
者
に
つ
い
て
、
保
険
法
第
十
四
条

第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
遡
及
し
て
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
期
間
を
算
定
し
、
保
険
法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
受

一



給
資
格
を
満
た
す
と
き
に
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
基
本
手
当
（
以
下
「
基
本
手
当
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

御
指
摘
の
「
会
社
都
合
の
解
雇
、
倒
産
等
の
理
由
で
労
働
者
の
意
志
に
よ
ら
ず
離
職
し
た
者
が
適
正
な
雇
用
保
険
の
給
付

を
受
け
ら
れ
な
い
例
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
基
本
手
当
の

受
給
資
格
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
離
職
理
由
を
確
認
の
上
、

必
要
に
応
じ
調
査
を
行
い
、
適
切
に
離
職
理
由
を
判
断
し
て
、
基
本
手
当
の
支
給
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
「
再
就
職
の
た
め
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
通
う
者
が
、
雇
用
保
険
の
給
付
を
受
け
ら
れ

ず
、
求
職
活
動
を
続
け
る
間
に
資
力
を
失
い
、
や
む
を
得
ず
生
活
保
護
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
実
態
」
に
つ
い
て
詳
細
に
は

把
握
し
て
い
な
い
が
、
引
き
続
き
雇
用
保
険
制
度
の
適
切
な
実
施
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

二


